
選挙公報の全戸配布に必要な施策や条例の制定などを早期迅速に実施することを求め
る請願書

紹介議員 細谷典男 加増充子

・請願趣旨
取手市の近年の投票率は50％割れもあり慢性的低下状況であります。
選挙は民主政治の根本であり、選挙公報はより遍く有権者に届けられなければならない。有料の新聞
購読者のみに折り込み配布は、不公平、知る権利の人権侵害、民主主義参政権への不当な制限でしかな
い。全世帯配布の入場整理券と同格の全戸配布を実現すべきである。市民は知る権利を主張している。
取手市長選挙も近い。取手市選挙管理委員会は直ちに選挙公報全戸配布に向け検討し全力を尽くし行動
してほしい。そのため今こそ、市民の直接選挙で当選された全ての市議会議員は、市民の信頼と期待の
負託にこたえるため、全国に先駆け、民主主義政治への市民参加の門を大きく開ける選挙改革に奮闘し
てください。今般の案件は、選挙立候補締め切りと同時以降の配布となる、かなり厳しい作戦となるが、
市職員、公募等の配布協力市民等（例えの一例）による体制を整えれば、全戸一斉配布が可能ではない
か。取手市の選挙公報は取手市の民主主義達成のため緊急に取り組むべき緊急課題です。
投票率の状況
平成31年４月取手市長選挙投票率38.56％ 令和２年１月取手市議会議員一般選挙投票率43.86％
令和３年10月衆議院議員総選挙投票率54.25％
当面の選挙等
近年の低投票率の向上対策は民主主義政治の根幹の課題である。
善良な市民に選ばれた取手市議会議員の真摯にして勇気あるご決断に期待します。
来年４月市長改選選挙があり、再来年１月には市議会改選があります。低投票の原因の一つとして入
場整理券は全世帯に郵送されているのにもかかわらず、選挙候補者情報である唯一の選挙公報が全戸に
届けられていないことが挙げられます。現状の市役所関係機関窓口等での配布、購読世帯逓減傾向の全
国紙及び県紙という新聞折込による広報方法では全戸に行き届けることが不可能と言わざるを得ません。
憲法が規定する公職の選挙権を保障するには全く不十分と言わざるを得ません。長年の選挙公報の方法、
手段を反省し抜本的改革を緊急に解決する義務があると思います。憲法の保障する国民の権利に制限が
あってはなりません。
憲法14条 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分、または門地によ
り、政治的、経済的または社会的関係において、差別されない。
憲法93条２項 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律を定めるその他の吏員は、その地方公共
団体の住民が、直接これを選挙する。
従って市民の住居、生活環境等により選挙公報が届かないことは重大な行政関係機関の怠慢と言わざ
るを得ません。市行政、選挙管理委員会の怠慢ではないでしょうか。全戸配布のための施策又は条例を
制定してください。

・請願事項
１ 選挙公報の全戸配布に必要な施策や条例の制定などを早期迅速に実施すること

以上、地方自治法第 124 条の規定により請願いたします。
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